
連続セミナー＜第 1回＞ 
持続可能な社会のためのODAと公的融資
-海外開発プロジェクト融資の「環境、社会、ガバナンス」強化に向けて- 

日時： 2008年 1月 16日（水）13:30～17:00 
場所： 環境パートナーシップオフィス（EPO）
主催： 「環境・持続社会」研究センター（JACSES）、原子力資料情報室、国際環境 NGO FoE Japan、

市民外交センター、メコン・ウォッチ、（財）地球・人間環境フォーラム

 

 国際協力銀行（JBIC）、国際協力機構（JICA）の環境社会配慮ガイドラインの改訂プロセス開始
にあたり、ODA や公的融資による海外開発プロジェクト融資の環境影響をどのように考えていく
べきか、事例紹介を行うとともに市民社会からの提言を中心に紹介していきます。

 

13:35-13:50 １．ODA・海外開発融資の環境社会配慮ガイドラインとは
 満田夏花／（財）地球・人間環境フォーラム 
 
13:50-14:05 ２．事例研究：フィリピン・ミンダナオ石炭火力発電プロジェクト、

フィリピン・コーラルベイニッケル製錬所プロジェクト
  神崎尚美／国際環境 NGO FoE Japan 
 
14:05-14:20 ３．カンボジア国道１号線建設事業 
  福田健治／メコン・ウォッチ事務局長 
 
14:35-14:50 ４．JBICのガイドライン実施状況レビューについて～国際的な視点から
  田辺有輝／「環境・持続社会」研究センター（JACSES） 
 
14:50-15:20 ５．JBICガイドライン改訂に向けた NGO共同提言 
  清水規子／国際環境 NGO FoE Japan 
 
15:20-15:30 ６．トピックス：海外原子力発電支援をどう考えるか 
  西尾漠／原子力資料情報室共同代表 
 
 （休憩） 
 
15:55-16:10 ７．学識経験者からのコメント 
  村山武彦／早稲田大学教授 
 
16:10-16:25 8. CSR有識者からのコメント 
  足立直樹／株式会社レスポンスアビリティ代表取締役、 

（財）地球・人間環境フォーラム客員研究員 
 
16:25-17:00  質疑・ディスカッション 

 
協力：日本国際ボランティアセンター（JVC）、サステナビリティ日本フォーラム、サステナビリティ・コミュ
ニケーション・ネットワーク(NSC)、社会的責任投資フォーラム（SIF-J）、日本環境ジャーナリストの会、ODA
改革ネットワーク

プログラム 



講演者略歴 （五十音順） 

足立 直樹（あだち・なおき）／サステナビリティ・プランナー、株式会社レスポンスアビリティ代表取締役
理学博士。1995年から2002年まで国立環境研究所で熱帯林の研究に従事。1999年から3年間のマレーシア
森林研究所勤務の後、コンサルタントとして独立。多くの先進企業の環境経営とCSR のコンサルティングを行っ
ている。コンサルティングを通じて地域社会と地球環境の持続可能性を高める企業経営の推進を支援してい
る。

神崎 尚美(かんざき・なおみ)／国際環境 NGO FoE Japan「開発金融と環境プログラム」 
タイにおける日本語教育に従事。発展途上国の開発と環境に大きな影響力を持つ日本における市民からのア
ドボカシー活動の必要性を痛感。2001年からFoE Japanの「開発金融と環境プログラム」において、現地との協
力に基づき、個別事業に関する提言・キャンペーンを行っている。近年ではサハリン II プロジェクト、IFC セーフ
ガード政策の改訂、OECDコモンアプローチ改訂などに関して問題提起や提言を行っている。
 
清水 規子(しみず・のりこ)／国際環境 NGO FoE Japan「開発金融と環境プログラム」 
早稲田大学政治経済学部卒業。英国ブリストル大学院政治学部開発行政計画コース卒業（修士）。一橋大学社
会学部社会人類学共同研究室助手を経て、2004年 2月より、国際環境 NGO FoE Japanスタッフ。
 
田辺 有輝（たなべ・ゆうき）／「環境・持続社会」研究センター（JACSES）持続可能な開発と援助プログラム 
1997年の温暖化防止京都会議（COP3）から国際青年環境 NGO「A SEED JAPAN」にボランティアとして参加し
始め、2000 年度有給スタッフ、2002 年度代表、現在は理事。2001 年 10 月～2002 年 11月まで世界自然保護
基金ジャパン、気候変動プログラム担当パートタイムスタッフ。2002 年 11 月には、グリーンピースジャパン・核問
題キャンペーンで約１ヶ月間、六ヶ所村再処理工場での調査アシスタントを担当。2003年 2月現職。
 
西尾 漠（にしお・ばく）／原子力資料情報室共同代表

1947年、東京都生まれ。東京外国語大学中退。原子力資料情報室会員として30年余にわたって活動し、98年
より共同代表。代表著作:『原発を考える 50 話』（岩波ジュニア新書）、原子力資料情報室編『原子力市民年鑑』
(七つ森書館）。

福田 健治（ふくだ・けんじ）／メコン・ウォッチ事務局長 
特定非営利活動法人メコン・ウォッチ事務局長、ニューヨーク州弁護士。京都大学法学部卒、ペンシルバニア大
学ロースクール修了（法学修士）、早稲田大学大学院法務研究科修了（法務博士（専門職））。メコン・ウォッチの
スタッフとして、JBIC環境ガイドラインや ADBアカウンタビリティメカニズム・情報公開政策の制定に関与。

村山 武彦（むらやま・たけひこ）／早稲田大学教授

1984 年早稲田大学理工学部卒業後、東京工業大学大学院で社会工学を専攻。福島大学助教授等を経て、現

在に至る。工学博士。環境計画、リスク管理などを研究テーマとする。環境アセスメント学会常務理事。2004 年

度より国際協力機構環境社会配慮審査会委員。

満田 夏花（みつた・かんな）／地球・人間環境フォーラム主任研究員

2001～2004 年国際協力銀行（JBIC）環境審査室に出向。2004～2006 年ＪＩＣＡ環境審査会委員。地球・人
間環境フォーラムでは、「発展途上国における企業の社会的責任」、「国際金融機関の環境社会配慮」、
「原材料調達のグリーン化支援調査」などの調査業務に従事。

＜問合先＞
地球・人間環境フォーラム

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-43-16 成田ビル 3F

Tel. 03-3813-9735 Fax: 03-3813-9737 

E-mail: gef@gef.or.jp
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2008年1月16日
連続セミナー第１回

「持続可能な社会のためのODAと公的融資」

ODAと公的融資の
環境社会配慮ガイドライン

地球・人間環境フォーラム

満田 夏花（みつた・かんな）
3

開発金融機関、輸出信用機関（ECA）
の環境社会配慮政策

1980年代後半～：世銀などの国際開発金融
機関（MDBｓ）の融資事業に対する批判の高
まり→環境社会配慮政策へ

1990年代～：二国間融資機関（JBIC、各国
輸出入銀行など）、貿易保険
OECDコモンアプローチ
2000年代～：民間金融機関
赤道（エクエーター）原則など

4

環境社会配慮確認のための
国際協力銀行ガイドライン（経緯）

日本のODAや公的融資に環境社会配慮政
策を盛り込む必要性の高まり

日本輸出入銀行、海外経済協力基金の統合
をきっかけに、ガイドラインを統合・強化

研究会の立ち上げ（2000年10月）
JBICの環境部局の職員、学識者、国会議員、
NGO、環境庁、大蔵省、外務省、経済企画庁の
職員が「個人」の立場で参加

「提言」のとりまとめ

2002年4月策定、2003年10月施行
5

環境社会配慮確認のための
国際協力銀行ガイドライン（構成）

「本行は、融資等を行うプロジェクトが環境や地域社

会に与える影響を回避または最小化し、・・・プロ
ジェクト実施主体者により適切な環境社会配慮がな
されていることを確認し、もって開発途上地域の持
続可能な開発に寄与する。」

第１部：（主としてJBICが行うべきこと、手続き）
第２部：
対象プロジェクトに求められる環境社会配慮
カテゴリAに必要な環境アセスメント報告書 など
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特定非営利活動法人

メコン・ウォッチ

〒110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル 2F

Tel: 03-3832-5034, Fax: 03-3832-5039

E-mail: info@mekongwatch.org

Website: http://www.mekongwatch.org

2007年 11月 28日

カンボジア国道 1号線改修事業ファクトシート 

1. 国道 1号線（プノンペン～ネアックルン区間）改修事業について 

計画の概要：カンボジアの首都プノンペンからベトナムの商業都市ホーチミン市を結ぶ国道 1 号線の
うち、カンボジア国内のプノンペンからネアックルン（メコン河渡河地点）まで 56km の改修事業。
なお、ネアックルン・ベトナム国境間は、既にアジア開発銀行（ADB）による融資で改修事業済み。
事業実施主体：カンボジア国公共事業運輸省（MPWT）。住民移転は省庁間移転委員会（IRC）が担当。

2 .これまでの経緯 

開発調査：国際協力機構（JICA）が 2003年 3月にまとめた開発調査で実施可能とされたが、大規模
な住民移転等の問題を軽視していると JICA・外務省内部で批判が出た。このため異例の調査のやり直
し（環境社会配慮支援調査および移転予定住民を対象とした基本合意意向調査）が行われた。

無償資金協力：事業は 3期に分けられており、2005年 6月に第 1期分 7億 8600万円（橋の架け替え）、
2006年 6月に第 2期分 47億 4600万円（ネアックルン～13km地点）の無償資金協力供与決定。年内
に第 3期分の交換公文が提案される可能性がある。
現状：第 1 期の工事はほぼ完了。第 2 期区間の住民移転も終了し、乾季を迎え次第拡幅工事が行われ
るものと思われる。第 3期区間についても住民との合意取得が進められている。

3. 指摘されている問題点と現状 

○住民移転計画の情報公開・住民参加

経緯：2005年 3月、JICAが第二次環境社会配慮支援調査において住民移転計画案を策定。
現状：最終的に決定・実施されている住民移転計画の公開を NGOが求めたが、IRC・JICA共に公開
せず、日本政府は存否も回答拒否。現在被影響住民は移転計画の内容を知ることができない状況。

○補償単価

経緯：2005年の段階では、カンボジア政府が 2000年に定めた補償単価に 12%を増した額での補償を
予定。この単価の問題点が国道一号線改修事業 ADB融資部分の監査で指摘され、カンボジア政府は再
取得価格に基づく再補償を行う方針。

現状：2006年後半に IRCが単価決定の基礎となる市場価格調査を実施したが、結果は IRC・JICA共
に公開せず。再補償の単価は密室で決定されようとしており、再補償方針はカンボジア国内では被影

響住民に伝えられていない。このまま建設が始まれば、問題解決が長引く危険性。

○移転地

経緯：現在地から後方に移転できない世帯について移転地を用意、土地権を無償付与。基本設計調査

報告書は移転地の選定の考慮要素として、①現住所から近い、②国道 1号線に近い、③勤務地に近い、
④同等の社会・経済サービス施設を挙げている。

現状：移転地住民は、井戸の水質、トイレ、電気、廃棄物処理など多くのインフラについて苦情。ま

た国道 1号線から離れた場所にも移転地が設けられ、生計手段の喪失が深刻な問題となっている。土
地の所有権証書を受理した世帯はない。



○苦情処理

経緯：2005年住民移転計画案は、IRC以外の関係者からなる苦情処理委員会の設置を規定。資産調査
（DMS）及び補償支払いに不満を持つ影響住民は、地方自治体（コミューン）を通じて苦情を申し立
てることができ、委員会は 30日以内に書面で回答するとされ、申立ては JICAに転送されることにな
っている。

現状：制度が十分コミューンに知らされておらず、受け取りが拒否されているほか、受け取った場合

でも回答がないケースがほとんど。カンボジアの NGOが日本大使館に対応を求めている。

4. 移転住民に対する影響調査の結果から 
調査概要：カンボジア NGOフォーラムの移転行動ネットワークが 2007年 8月、7コミューン 269世
帯の沿道住民を対象に住民移転の影響について面接調査。調査報告書は 11月完成予定。
資産調査：3世帯が資産の一部について補償対象外となったと主張。
補償額：補償を受け取った世帯の 59%が補償額は不公正、同じく 59％が補償額では移築費用に満たな
いと回答。
生計の変化：影響世帯の 48%が移転後生計悪化、38％が生計手段の全部・一部を失い、69%が収入減
少と回答。沿道で小売業を営む多くの世帯が顧客減。36%が移転のため平均 1264ドルを借り入れ。
情報付与：57%の影響世帯が全世帯配布予定の移転冊子を受け取らず、85%が移転単価を知らず。
苦情処理：85%の影響世帯は苦情申立て先を知らず、最多の苦情申立て先は NGO。苦情がコミューン
に受理されたのは 3 世帯のみ、いずれも書面での回答は受けていない。多くの住民が「補償額は政府
が決めたため苦情を言うべきでない」「苦情を申し立てても意味がない」「報復が恐ろしい」として苦
情を申し立てず。

5. JICA新環境ガイドラインとの関係 

経緯：2004 年 4 月に施行された JICA 新環境社会配慮ガイドライン（GL）では、無償資金協力案件
の事前の調査段階における環境社会配慮で求められる要件を明記している。国道一号線改修計画は、

新ガイドライン施行以前の要請案件だが、JICAは新ガイドラインの理念を先行して適用する初めての
案件だと明言している。

補償基準：GL は被影響住民に対する「十分な」「適切な時期」における補償を定めているが、実際に
は補償単価は移転費用すらまかなうことができず、また再補償の時期が明らかにならないまま移転作

業が進められ、拡幅工事が始まろうとしている。

生計回復：GLは収入機会、生産水準の改善又は回復を定めているが、生計手段の喪失に対する支援は
何らなされていない。

移転住民の参加：GLは補償等の対策の立案における被影響住民などの適切な参加の促進を定めている
が、実際には住民移転計画すら公開されず、住民は補償等の対策立案や実施に参加できない。また苦

情申立て手続も機能せず。

本件に関する問い合わせ先：

特定非営利活動法人メコン・ウォッチ

〒110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル 2階
Tel: 03-3832-5034, Fax: 03-3832-5039 
Email: info@mekongwatch.org 
Website: www.mekongwatch.org 
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連続セミナー「持続可能な社会のためのODAと公的融資」＜第１回＞

－海外開発プロジェクト融資の「環境、社会、ガバナンス」強化に向けて－

JBICガイドライン改訂に向けたNGO共同提言

2008年1月16日
国際環境NGO FoE Japan 清水 規子

提言書作成の概要

背景・目的

・現在のJBICのガイドライン策定にも深く関わり、策定後は
その運用をモニタリング。

・JBICが支援するプロジェクトの市民の立場からモニタリン
グ。現地での環境社会影響の回避・緩和のために活動。

→このような経験をガイドラインの改訂に生かすこと！

作成団体・個人

「環境・持続社会」研究センター(JACSES)、原子力資料
情報室、国際環境NGO FoE Japan、市民外交センター、
メコン・ウォッチ等 *賛同団体10団体

提言書の構成

ガイドラインへの提言

第一部に関する提言 （JBICが行う環境社会配慮）

第二部に関する提言 （プロジェクト実施主体者が行う環境社会配慮）

新たに取り組むべき課題 （原子力関連プロジェクト等）

JBICが行う調査の情報公開

案件事例（7案件）における課題と教訓

カシャガン油田開発事業（カザフスタン）、ミンダナオ石炭火力
発電所（フィリピン）、オリッサ州森林セクター開発事業（インド）、サ
ンロケ多目的ダム事業（フィリピン）、スマラン総合水資源・洪水対策事
業（インドネシア）、パハン・セランゴール導水事業（マレーシア）、南部ハ
イウェイ建設事業（スリランカ）

*現在のJBICのガイドライン適用外の案件も含む

第一部に関する提言

ーJBICが行う環境社会配慮についてー
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2007年11月26日

環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン 
改訂に向けた NGO提言書(抜粋・要約） 

「環境・持続社会」研究センター(JACSES)、原子力資料情報室

国際環境NGO FoE Japan、市民外交センター、メコン・ウォッチ

*作成協力 （財）地球・人間環境フォーラム 満田夏花

第 1部に対する提言（国際協力銀行による手続きなど）

環境レビュー中の案件の情報公開の範囲［提言１］ p.1 

環境アセスメント報告書、環境管理計画、住民移転計画、先住民族への配慮に関する計画及び生活
再建計画並びにステークホルダーとの協議に関する情報などを入手後すみやかに公開すべき。
（現在は環境アセスメント報告書と環境許認可許可証だけが公開されている。）

情報公開の方法［提言２］ p.2 

ウェブサイト上の公開および本部及び事業実施国における新機関の現地事務所などにおける公開
を行うべき。また、影響を受ける地域住民や現地 NGO からの要請がある場合には、文書の写しを
無償で交付・送付すべき。

融資決定後の情報公開［提言４］ p.3 

融資契約締結後に、環境チェックリストに基づく環境社会配慮確認の結果及び当該事業の環境社会
影響に関する融資機関としての所見ないし環境審査結果を公開すべき。また、環境レビュー結果に
以下の内容を記載すべきである。
・ 借入人と合意された主たる環境社会配慮上の対策
・ ステークホルダーから提供された意見・懸念に対する事業者の対応と、当該対応に対する

JBICの評価

環境社会配慮審査会の設置［提言７］ p.5 

新 JICA が行う有償資金協力業務についても、常設の第三者機関による助言を得るべき。また、新
JBICにも、常設の第三者機関を設置し、融資前の審査にあたって審査会からの助言を得ると同時に、
融資承諾後の案件に関する環境社会配慮面での助言を得るべき。

第 2部に対する提言（プロジェクト実施機関が実施し、国際協力銀行が確認する事項など）

非自発的住民移転［提言９］ p.6 

下記について規定すべきである。
・ 再取得価格による補償［提言 9.1］
・ 移転前の補償及び支援策の提供［提言 9.2］
・ 移転対象者に対する移転・補償合意文書の提供［提言 9.3］
・ 住民移転計画の内容についての規定［提言 9.4.］
・ 住民移転に関する情報公開と協議の徹底［提言 9.5］



・ 苦情処理メカニズム［提言 9.6.］

先住民族［提言 10］ p.10 

下記について規定すべきである。
・ 依拠すべき国際条約・宣言と基本原則［提言 10.1］
・ 自由で事前の十分な情報を得た上での合意［提言 10.2］
・ 先住民族への配慮に関する計画［提言 10.3］

新機関が新たに取り組むべき課題

原子力関連プロジェクト［提言 13］ p.13 

下記について規定すべきである
・ 求められる要件［提言 13.1］：原子力固有の問題（①核拡散の防止、②安全性の確保・事故時
の対応、③放射性廃棄物の適切な管理・処分）について、原子力関連プロジェクト に求めら
れる環境社会配慮上の要件として規定するべきである。

・ 協議と情報公開［提言 13.2］：原子力関連プロジェクトについては、当該プロジェクトの安全
性、核不拡散、放射性廃棄物の影響、事故発生時の対応などの情報を盛り込んだ文書が作成さ
れ、ドラフト作成時に公開された上で、現地においてステークホルダーとの協議が行なわれる
べきである。新機関は、これらの情報を、他の環境社会配慮に関する主要な文書と同様、入手
後速やかに公開するべきである。

・ 第三者機関の設置［提言 13.4］：原子力関連プロジェクトへの支援・融資の検討に当たっては、
専門家およびＮＧＯを含む第三者機関を設置し、その助言を得て審査結果に反映させることが
必要である。また、当該機関における審議は公開される。

歳入の透明性［提言 14］ p.15 

下記について規定すべきである。
・ 歳入の透明性に関する基本方針の明記［提言 14.1］
・ 採掘産業におけるガバナンスリスクのレビュー［提言 14.2］
・ 政府への支払いと政府との主要な合意の情報公開［提言 14.3］

JBICが行う調査の情報公開   

下記について規定すべきである。
・ 案件発掘・形成調査、および輸入・投資事業化等促進調査結果の公開［提言 15］ p.16 

・ 有償資金協力促進調査の情報公開［提言 16］ p.17 

以 上 
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各国政府のCSRへのテコ入れ

China CSR map (gtz)

CSR Roundtable (gtz, AVE)

他に、イギリス、スウェーデン、アメリカ…

目的

CSR情報、法令情報の収集

自国企業の被援助国での活動を有利に

途上国の政府もCSRを政策ツールとして活用
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キャパシティ・ビルディングの仕組み（中国）

例：FIT5

Factory Improvement Training 5

1. コミュニケーション

2. 人事管理

3. 生産効率化

4. 職場の健康安全

5. 社会的説明責任

PPPとして実施 (In Went, TUV, CSR Asia)

Copyright © 2006-2008 Response Ability, Inc. All Rights Reserved.

1111

ありがとうございました。

11

持続可能な社会を作るためのブログ

サステナ・ラボ
http://suslab.seesaa.net/
ほぼ毎日更新中です


